
（令和8年4月1日現在）

償還期間 左のうち据置

以内 以内
(1) 農地林地及び農林業用施設の改良造成資金
(2) 耐用年数概ね５年以上の農林業用機具の購入資金
(3) 乳牛及び繁殖用中大家畜の導入資金
(4) 農畜産物の加工・販売事業に必要な施設・設備の

導入資金
(5) その他市⾧が認める設備資金

以内
(1) 新しい技術を導入及び農林業経営改善に必要な生産

販売資材の購入資金
(2) 農畜産物の加工・販売事業に必要な経営資金
(3) その他市⾧が認める経営資金

以内 以内
 農業を主たる職業として将来農業経営を実質に承継する方
(1) 家族農業経営の中で新たな部門経営を自らの創意と

責任によって近代的な農業技術または経営方式を実
地に習得するため経営を開始する場合に必要な種苗・
家畜・資材・機械等の購入費及び施設の改良造成資金

(2) その他市⾧が認める後継者資金

以内 以内
(1) 現在の経営施設を適地へ移転し新たに基盤の造成と

近代化施設を整備するための資金
(2) その他市⾧が認める畜産環境の整備・保全に必要な資金

以内 以内
(1) 園芸作物の育成管理施設・貯蔵施設・処理加工施設

・出荷施設等の改良取得資金
(2) 園芸の土地改良及び造成に必要な資金
(3) その他市⾧が認める園芸施設の整備に必要な資金

以内 以内
(1) 造林及び植栽木の保育等に要する資金
(2) その他市⾧が認める林業資金

以内 以内

(1) 新規就農に必要な種苗・資材・機械・器具等を購入する資金
(2) その他市⾧が認める新規就農に必要な資金

 
   
 

１２年 ２年

２５年 １０年

融 資 期 間融資利率
(年利率)

２年

２年

なし

２年

融資限度額資金の種類 主 な 融 資 対 象 事 業

設備資金 ７年

３年

農業経営を開始して５年以内の方で、農業に関する研修を
受講したことがある方または農家等での就農経験がある方

７年

経営資金

後継者
資金

畜産環境
整備資金

園芸施設
整備資金

林業資金

新規就農
資金 7年 2年

事業費の範囲内で
個人  1,000万円
団体  2,000万円

事業費の範囲内で
個人  200万円
団体  600万円

事業費の範囲内で
１人あたり 1,000万円

事業費の範囲内で
1融資対象者あたり

1,000万円

事業費の範囲内で
個人 1,500万円
団体 3,000万円

事業費の範囲内で
個人  300万円
団体 1,000万円

事業費の範囲内で
１人あたり 200万円

１０年

福岡市農林業金融資金は、市内の農林業者の方々の経営の安定・向上を目的として、
必要な事業資金を融資するための制度です。ぜひ、ご利用下さい。

以下のいずれかに該当する方
・市内に住所を有する農林業者
・市内に主たる事務所、事業所を有し、農林業者が組織する生産組合等又は農林業団体
・市内で農林業を営む農林業者、農林業者が組織する生産組合等又は農林業団体
※借入の際は、農協及び福岡市の審査があります。

お申込みができる方

・福岡市農林業金融資金申込書
・見積書、カタログ
・設計書
・経営計画 等

必要な書類

福岡市農業協同組合 ／ 福岡市東部農業協同組合
お申込み窓口

福岡市農林水産局総務農林部農業政策課 〒810-8620 福岡市中央区天神１丁目８番１号 tel.092-711-4852

0.5%


